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研究要旨 

新型コロナウイルス感染症の対策において、抗ウイルス薬やワクチン等による予防法も存

在しない時点においては、感染拡大予防は公衆衛生対応が中心とならざるを得ない。本研

究においては、感染リスク評価に必要な情報内容を整理し、都道府県公表のより効率的な

活用方法について検討することを目的とした。自治体が公表情報から、新規陽性者の接触

歴や感染源の情報を収集し、流行拡大と感染伝播パターンの経緯について解析した。そ

の結果、第 1波と第 2波、流行拡大期と収束期で異なる年齢層や活動の場でのクラスター

が発生しており、各地域でのウイルス伝播の特徴や流行状況を反映していると考えられた。 

 
A. 研究目的 

新型コロナウイルス感染症の国内流行

に際し、厚生労働省新型コロナウイルス対

策本部において、「新型コロナウイルス感

染症対策の基本方針（令和２年２月２５

日）」が示された。この基本方針で、流行

抑制のための公衆衛生対応として、クラス

ター対策を行うことが重要とされ、自治体

と連携して、クラスター発生の早期探知、

専門家チームの派遣、データの収集分析と

対応策の検討などを行うため、感染症の専

門家を含む「クラスター対策班」が設置さ

れた。クラスター対策班では、「接触者調

査・サーベイランスチーム」「リスク管理

チーム」及び「データ解析チーム」が連携

し、クラスター対策に必要な調査・支援、

クラスター発生のリスク分析・対策の検討

及び数理モデルによりデータ解析予測が

行なわれてきた。これらを通じ、「３つの

密」に代表されるような感染拡大のリスク

のある状況の特定、「８割の接触削減」の

ような行動指標、自治体と連携した専門家

派遣並びに現地支援、現場知のフィードバ

ックに基づく院内感染初動マニュアルの

策定等、政策に資する検討、解析及び支援

を行ってきた。これらの様々な取組により、

2020年 5月 25日には一回目の非常事態宣

言がすべての地域で解除された。しかし、

その後東京を中心に感染者が増加した。さ

らに、抗ウイルス薬がなく、ワクチン等に

よる予防法も存在しない時点で、感染拡大

への対応の中心は感染者の早期発見・早期

隔離といった公衆衛生対応が中心となら

ざるを得ない。国内での COVID-19 感染拡

大対策を講じるにあたり、その根拠となる

疫学解析のデータソースには、全国都道府

県が公表する COVID-19 患者やクラスター

の発生に関する情報が用いられている。同

情報を用いた解析により、COVID-19 患者

背景やクラスターが発生しやすい社会環
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境に関して多くの有益な情報が得られた

一方で、クラスター調査や感染拡大のリス

クアセスメントを行うにあたってさらに

幅広い情報収集が必要な可能性が指摘さ

れており、都道府県による効率的な情報共

有の方法についても検討が必要である。そ

こで、本研究においては、COVID-19 のリ

スクアセスメントに必要な情報内容を整

理し、またその情報源としての都道府県公

表のより効率的な活用方法について検討

することを目的とする。 

 

B. 研究方法 

自治体が公表したプレスリリース、ウ

ェブサイト上のデータから、新規陽性者

数とその疫学的背景に関する情報（年齢、

性別、職業、移動歴、居住地等）を収集

し陽性者データとして更新した。また、

クラスター対策として行われた陽性者の

積極的疫学調査で保健所が収集した接触

歴や感染源の情報を自治体発表や報道情

報等から収集し、陽性者間の繋がりの有

無、社会的関係、2次感染や集団感染（ク

ラスター）に含まれた陽性者数、クラス

ターが生じた場面、クラスター間の繋が

りの有無を図式化した。さらに流行曲線

とクラスターの種類の変化について解析

し、流行拡大と感染伝播パターンの変化

について検討した。 

【倫理面への配慮】 

解析に使用した自治体が公表したプレス

リリース、ウェブサイト上のデータ、報

道等の情報源には個人情報は含まれてい

ない。クラスターの調査結果は自治体の

要請を受けた国立感染症研究所の職員が

行っており、個人情報に配慮した形で報

告された。 

 

C. 研究結果 

2020 年 3～4 月の流行初期では、都道府

県によって流行の規模と開始時期に差があ

ったものの、海外からの輸入例や都道府県

をまたぐ移動から接待を伴う飲食店やイベ

ント、宴会等における集団感染からの流行

拡大から家族内感染を認め、流行期の後半

では院内感染、介護施設等の福祉施設など

重症化リスクの高い高齢者の集団感染が認

められる傾向にあった。 

国内で第 2波とされた 6月から 8月の流

行期では、緊急事態宣言解除後に東京の都

市部に若年者を中心とした陽性者の報告が

継続しており、これが拡大し、7 月上旬に

首都圏、中旬に他の大都市圏と沖縄県へ拡

大、以降全国の都道府県へ広がった。集団

感染例として、大人数での会食、飲酒、歌

唱を伴う活動、寮や宿舎等での集団生活、

院内感染、高齢者施設、福祉施設等に関連

した例が検出されていた。 

家族感染については、家族内の人数を報

告していた都道府県において、4 月の緊急

事態宣言前後での家族内感染率はいずれも

約 2 割で変化を認めなかった（Miyahara, 

Emerg Infect Dis, 2021）。 

 

D. 考察 

流行初期には、中高年を中心としたクラ
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スターが各都道府県の初発例やクラスター

事例として報告されていたが、4 月の緊急

事態宣言解除後は、若年者の感染例が陽性

者に占める割合が多くなった。この要因と

して、重症化リスクが高い高齢者層では感

染予防がより重点的に行われたと考えられ

ることや、緊急事態宣言解除後にも若年者

層に比べて外出等の活動が一定の割合で制

限されていた可能性があった。一方、若年

者においては緊急事態宣言の解除後の社会

的活動の開始により、徐々に移動や飲食、

イベント等での接触の割合が高くなったと

推測された。また、新型コロナウイルスの

病像が流行初期には重症肺炎と認識されて

いたが、無症候や軽症の感染者が報告され

るにつれ、軽症者が多い若年層でも積極的

に検査されるようになったことで、軽症者

の多い若年層が全陽性者に占める割合が増

加した可能性も上げられる。 

緊急事態宣言解除後に保育施設や学校が

再開され、これらの施設での集団発生も散

見されたが、比較的小規模にとどまってお

り、この傾向は小児間での伝播が特徴的な

インフルエンザとは対照的であった。 

また、家族内感染は、一定の割合で継続

しており、発症前に感染のピークがある新

型コロナウイルス感染症においては、感染

確認後の対策では予防が十分でない可能性

が示唆された。 

各自治体で発表されている接触者や集団

発生の情報にはばらつきがあり、集団発生

の場や接触者の社会的関係、感染経路につ

いての情報量は 7月以降の第 2波では全体

的に簡素化、減少した。これは、各自治体

で発表内容が検討整理されたためと思われ

るが、業務の効率化に加え、感染者個人や

組織に対する偏見や中傷を避けるため、具

体的な情報を公表しない方向で検討が勧め

られたと考えられた。公衆衛生対策上必要

な情報の明確化と個人を特定しない形での

情報の共有、偏見や差別への適切な対処が

クラスター対策の継続においても重要であ

ると考えられた。 

 

E. 結論 

新型コロナウイルルス感染症のクラスター

の発生は、流行の時期により異なる年齢層

や活動の場で起こっており、地域でのウイ

ルス伝播の特徴や状況を反映していると考

えられた。 
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